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第３講座「学校図書館の歩み～「人」をめぐる歴史と展望」 

講師：野村 邦重 氏 ※１ 

 

○日本の学校図書館の歩みを、１．前史：黎明期、２．草創期：学校図書館の誕生、３．低迷・胎動期、

４．前進期、５．進展期Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ の時代区分の中で現状を捉えた。 

 

１．前史：黎明期では、大正自由教育の中で学校図書館誕生の萌芽が見られた。 

 

２．草創期：学校図書館の誕生では、敗戦後の占領政策の中で、アメリカの学校図書館の考え方や政策

が導入されていくが、「新教育指針」に見られるように、大正自由教育の再生・発掘・再評価が行われ、

国民の「新教育」への期待と読書熱の高揚と相まって、学校図書館の誕生となる。 

●「学校図書館法」1953 制定時の混乱とつまずきが、大きな課題となる。 

     ●司書教諭：「充て職」規定、50 年間放置       1953～2003 

     ●学校司書：規定なし、61 年後に法制化（努力規定） 2014 

   ○法の制定前から民間ベースで「学校司書」の配置が進む。 1952～ 532 人 

                               1957～4000 人を超える 

 

３．低迷・胎動期では、朝鮮戦争を契機に、占領政策が「民主主義国家の建設」から「反共の防波堤」

へと転換され、教育は学習指導要領が「告示」となり「系統主義」教育となる。 

 「金がない、人がいない」中で、多くの学校図書館は本の物置となり放置される。 

   ○そういう中でも、「全国ＳＬＡ」は学校現場での理論と実践の蓄積を図っていく。 

また、子ども文庫・家庭文庫の運動（1960 年代後半）や図書館づくり市民運動（1970～1980 年

代）の隆盛の中で、市民運動として小・中学校での学校司書の配置が進められていく。 

 

４．前進期では、高度経済成長の終焉を迎え、中教審答申で「第三の教育改革」がうたわれる。 

 そこでは、「自ら考え、正しく判断できる力」を持つ児童生徒の育成、「自ら学ぶ力」「自主的、自律的

に生きる力」が重視される。そして学校図書館の果たすべき役割について再認識されるようになる。 

   ○高等学校での学校司書の配置と理論と実践の蓄積→「学校図書館問題研究会」へ 1985 

   ○「学校図書館を考える会」～全国各地で学校司書の配置促進の運動の展開 1990 前後から    

「学校図書館に人を！」の運動の広がり 

   ●学校図書館法改正の動きが度々起きるが、学校図書館職員の在り方をめぐって、見解の相違、

不一致・対立が生まれ、頓挫する。 1970 年代から現在に至る。 

   ○「全国ＳＬＡ」：「学ぶ者の立場に立つ教育を―教育改革への提言」 1985  

    ＜転換点＞  「学校図書館憲章」 1991  「自学能力を高める教育」 

                         「学校教育の中核的な機関」 
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５．進展期Ⅰ（図書整備） 

○「学校図書館図書標準」設定 1993 

   ○「学校図書館図書整備５か年計画」（第１次） 1993～1997 

 

６．進展期Ⅱ（司書教諭：12 学級以上に必置） 

   ○「学校図書館法」改正 1997 2003 完全実施  ●学校司書には触れず。 

   ○「学校図書館宣言」 1999 国際図書館連盟・ユネスコ共同 

   ○「子ども読書年」・「国際子ども図書館」設立 2000 

   ○「子どもの読書活動推進に関する法律」 2001 子どもの読書活動推進計画の策定 

   ○「学校図書館図書整備５か年計画」（第２次） 2002～2006 

   ○「文字活字文化振興法」 2005 

   ○「学校図書館図書整備５か年計画」（第３次） 2007～2011 

   ○「学校図書館図書整備５か年計画」（第４次） 2012～2016 

 

 「学校図書館図書整備新５カ年計画」（野村 2017） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●地方交付税措置のため、その運用は地方自治体任せとなる。 

そのため、図書整備と学校司書の配置に大きな格差が生まれる。 

教育現場からの声（学校・ＰＴＡなど）と市民運動が、大きな鍵となる。 
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７．進展期Ⅲ（学校司書の法制化） 

   ○「学校図書館法」改正 2014 学校司書の明文化 ●努力義務規定 

   ○「学校図書館ガイドライン」＝新しい学校図書館基準を示す 

「学校司書のモデルカリキュラム」 2016 

   ○「学校図書館図書整備５か年計画」（第５次） 2017～2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校司書（高校）の配置状況 「いつでもおいで！学校図書館」 

日本高等学校教職員組合（日高教）学校司書部 2013 
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 ●「教育の機会均等」「教育の平等性」が保障されていない実態となっている。 

○すべての学校に「学校司書」の配置を！～「人がいる学校図書館」へ 

    読書推進と学校図書館の活用のために、「学校司書」の配置は必須である。 

   ○高校の「学校司書」は、小・中学校に先んじて国の施策で「必置」として実施すべきである。

「専門・専任・正規」の職員として。 

 

８．学校図書館の今後の展望 

   ●「充て司書教諭」で、学校図書館の専門的職務を掌ることができるのか。 

   ○司書教諭・学校図書館担当者と学校司書が協働して、学校図書館の活用を促進する。 

     ＜理論と実践の交流と蓄積：発信＞ 

   ○「学校図書館の教育上の使命」「目指すべきありかた」について議論を深める。 

   ○学校図書館職員の在り方について議論を深める。 ＜共通理解と大同団結＞ 

   ○よりよい教育の充実を目指して、市民運動として学校図書館の充実を進める。 

      地方自治体レベルの運動～学校司書の配置促進 

      国の制度化～学校司書の必置、「専門・専任・正規」 

 

９．「人」の問題：将来構想として（私案） 

   ○「充て司書教諭」の廃止、「司書教諭」資格を持った「図書主任」の設置 

   ○「学校司書」資格の等級付け（行政職） 

      「学校司書１級」 司書資格＋学校司書講習  高校、小・中学校 

      「学校司書２級」 学校司書講習       小・中学校 

   ○「専任司書教諭」資格（教育職）：高校 「学校司書１級」＋教員資格 

   ○小・中学校  図書主任（統括）＋学校司書１・２級 

           → 専任司書教諭（統括：図書主任を兼ねる）＋学校司書１・２級 

    高校     図書主任（統括）＋学校司書１級 

           → 専任司書教諭（統括：図書主任を兼ねる）＋学校司書１級 

 

 

 
 
※１ 野村邦重 全国学校図書館協議会 学校図書館スーパーバイザー 

北海道学校図書館協会 事務局次長 

北海道教育大学・國學院大學北海道短期大学部 非常勤講師 
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■配付資料の一部訂正について（2021.10.25） 
 
「８－４．学校図書館の今後の展望 司書教諭と学校司書は、車の両輪」の一番下の行、 
「職務を総括する「司書教諭」と補佐の「学校司書」：「協働」で、2 職種で支える。」を削除し、次の

ように表記する。 
「「司書教諭」と「学校司書」は、対等の関係で「協働」して、学校図書館の運営に当たる。」 
 
 これは、学校図書館法第 5 条「司書教諭」で「学校図書館の専門的職務を掌る」とあり、同第 6 条

「学校司書」で「専ら学校図書館の職務に従事する職員」と規定されている。この規定は、学校図書

館の管理運営上の主は「司書教諭」で、従は「学校司書」との理解・誤解を招く恐れがある。法的規

定の性格上、2 職種をそのように規定せざるを得ないと思われるが、現状と将来の方向性を考え、表記

を訂正する。当初の表記は、法の上ではそう規定されているが、実際にはこうあるべきだとの意では

あるが、誤解を招くとの指摘があり、言葉足らずで不適切と判断した。 
 「司書教諭」と「学校司書」は、主従の関係ではなく、2 職種は「対等の関係」の中でこそ、協力し

て力を発揮し、学校図書館の活用が図られるのである。現状では雇用形態や身分の不安定さ、立場の

違い（教諭と職員）はあるが、それを超えて「子どもたちの未来のために」協力・協働することが求

められている。ましてや実際上、学校図書館の運営を掌るのは「学校司書」とならざるを得ない現実

がある。お互いの立場・役割・業務上の分担を明確にして、学校図書館の活用を図るのである。その

ためには、当然のことながら、お互いがよく話し合い、理解し尊重し合いながら、仕事を進めていく

ことが求められている。 


